
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

林

政

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

担

当

課

（

室

）

の

完

了

目

次

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

【

告

示

】

○

生

活

衛

生

営

業

指

導

セ

ン

タ

ー

の

事

務

所

の

所

生

活

衛

生

課

完

了

在

地

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

指

〃

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

施

術

機

関

の

指

〃

定

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

場

所

の

変

更

会

計

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

〃

〃

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

〃

申

請 岡

山

県

公

報

平成２８年１１月１８日 第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
生
活
衛
生
営

業
指
導
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

変
更
前

岡
山
県
岡
山
市
北
区
石
関
町
二
番
一
号

二

変
更
後

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
七
号

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局名

称
所

在
地

指
定
年
月
日

お
か
や
ま
薬
局
総
社
東
店

総
社
市
井
手
５
８
８
－
１

H
2
8
.
1
0
.
１

み
う
ら
内
科
循
環
器
科

浅
口
市
金
光
町
占
見
７
９
－
１

H
2
8
.
９
.
１

は
ら
だ
眼
科

笠
岡
市
中
央
町
３
５
－
３

H
2
8
.
1
0
.
１

宮
脇
歯
科
医
院

総
社
市
清
音
軽
部
７
７
０
－
２

H
2
8
.
1
0
.
１

松
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

玉
野
市
和
田
三
丁
目
１
－
２
０

H
28
.
1
0
.
1
4

木
村
眼
科

都
窪
郡
早
島
町
早
島
１
４
６
７
－
５

H
2
8
.
９
.
１

２
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
優
風
会

赤
磐
市
河
本
４
８
８
－
１

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
く
ら
木

赤
磐
市
河
本
４
８
８
－
１

H
2
8
.
９
.１

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

は
な
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
東
一
宮
６
２
－
１
７

名
称

森
岡
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

は
な
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

H
2
8
.
1
0
.
３

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

春
名
歯
科
医
院

津
山
市
田
町
３
６
－
２

H
28
.
９
.
2
6

み
う
ら
内
科
循
環
器
科

浅
口
市
金
光
町
占
見
７
９
－
１

H
28
.
８
.
3
1

は
ら
だ
眼
科

笠
岡
市
中
央
町
３
５
－
３

H
28
.
９
.
3
0

宮
脇
歯
科
医
院

総
社
市
清
音
軽
部
７
７
０
－
２

H
28
.
９
.
3
0

松
田
病
院

玉
野
市
和
田
三
丁
目
１
－
２
０

H
28
.
1
0
.
1
3

木
村
眼
科

都
窪
郡
早
島
町
早
島
１
４
６
９

H
28
.
８
.
3
1

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
予
防
事
業
所
の
名
称

介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

株
式
会
社
お
も
て
な
し

総
社
市
中
央
１
－
３
－
１
５

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
夢
ゆ
り
草

総
社
市
中
央
１
－
３
－
１
５

H
2
8
.
８
.１

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

福
祉
ふ
ぁ
み
り
ー
株
式
会
社

都
窪
郡
早
島
町
早
島
４
２
２
７
－
６
１

心
ふ
ぁ
み
り
ー
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
４
２
２
７
－
６
１

H
2
4
.
１
.５

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

（
）

（
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し

（
）

）
。

、

。た

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
施
術
者

氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

能
勢

勇
人

の
せ
接
骨
院

津
山
市
神
戸
４
８
０
－
２

H
2
8
.
1
0
.
５

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
に
係
る
売
り
さ
ば
き
場

所
の
変
更
を
承
認
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

変

更

後
の

売

り
さ

ば
き

場
所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
番

倉
敷
市
職
員
厚
生
会

倉
敷
市
水
島
北
幸
町
一
番
一
号

地

会
長

生
水

哲
男

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
六
八
一
番
地
の

三

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



〔
四
六
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
こ
・
か
ら
ワ
ー
ク
ス
お
か
や
ま

三

代
表
者
の
氏
名

青
井

一
展

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
宇
野
二
丁
目
三
二
番
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
の
あ
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対
し

て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
生
活
相
談
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
及
び
支
援
を
必
要
と
す

る
障
害
者
の
授
産
事
業
を
通
し
て
、
日
常
生
活
支
援
・
就
労
支
援
を
行
い
、
彼
ら
の
社
会
参
加
を
促
進
し
、
も

っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
保
健
福
祉
・
障
害
者
福
祉
の
普
及
啓
発
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
四
六
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
よ
し
い
か
け
は
し

三

代
表
者
の
氏
名

河
合

恭
廣

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

井
原
市
芳
井
町
吉
井
三
四
一
〇
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
等
に
対
し
て
、
福
祉
移
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

、

。

り

住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
高
齢
者
及
び
障
害
者
等
の
自
立
支
援
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

平成２８年１１月１８日　岡山県公報　第１１８４０号



〔
四
七
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
ら
し
き
教
育
発
達
研
究
所
さ
い
こ
ろ

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

怜
香

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
白
楽
町
一
三
二

一
建
部
ビ
ル
二
Ｆ

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
理
的
問
題
や
発
達
の
つ
ま
ず
き
の
あ
る
ご
本
人
と
そ
の
ご
家
族
か
ら
の
相
談
に

応
じ
、
支
援
及
び
訓
練
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
（
Ｑ
ｕ

ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

ｏ
ｆ

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
。
人
生
の
内
容
や
社
会
的
に
み
た
生
活
の
質

）
の
向
上
を
目
指

。

す
。
ま
た
、
地
域
社
会
へ
の
普
及
・
啓
発
活
動
を
通
じ
て
、
人
々
の
心
の
病
や
発
達
障
が
い
に
対
す

る
理
解
を
深
め
、
誰
も
が
生
き
や
す
い
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
四
七
一
〕
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高

梁
川
下
流
森
林
計
画
区
、
旭
川
森
林
計
画
区
及
び
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更

す
る
た
め
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
知

事
に
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
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〔
四
七
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
宮
後
六
八

一
三
、
六
八

一
四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

茨
城
県
古
河
市
上
辺
見
二
七
〇
七
セ
ピ
ア
コ
ー
ト
Ｃ
棟

浮
森

純
一

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
七
号
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〔
四
七
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
字
小
深
田
二
三

一
四
、
二
四
、
二
六
、
二
七

一
、
二
七

三
、
二
八

－
－

－

七

－二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

津
山
市
北
園
町
八

一
五

－

キ
タ
ノ
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
野

博
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
五
号
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〔
四
七
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
字
小
深
田
二
三

一
四
、
二
四
、
二
六
、
二
七

一
、
二
七

三
、
二
八

－
－

－

七

－二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
公
園
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

津
山
市
北
園
町
八

一
五

－

キ
タ
ノ
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
野

博
子

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
五
号
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